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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端子を有する電子部品と、
　端子を有する配線基板と、
　絶縁性基材にその厚さ方向に貫通する多数の線状導体が設けられて隣り合う該線状導体
間の距離が該線状導体の直径よりも小さくなるように配置され、前記絶縁性基材の両面に
、前記複数の線状導体を共有する形でそれぞれ導体層からなる１対のパッドが形成された
介在基板とを備え、
　前記電子部品と前記配線基板の間に前記介在基板が配置されて、一方の前記パッドに前
記電子部品の端子が接続され、他方の前記パッドに前記配線基板の端子が接続されて、前
記電子部品の端子と前記配線基板の端子とが前記複数の線状導体を介して電気的に接続さ
れ、
　前記１対のパッドは、それぞれ、当該パッドの周囲に所定の間隔を空けて、前記絶縁性
基材の両面に複数の前記線状導体を共有する形で形成された、グランドに繋がる１対の導
体層によって囲まれ、
　前記介在基板はアルミナ絶縁性基材を有し、前記電子部品はシリコンを有し、前記配線
基板は樹脂基板及び銅配線を有し、前記介在基板の熱膨張係数は、前記電子部品の熱膨張
係数よりも大きく、かつ、前記配線基板の熱膨張係数よりも小さく選定されていることを
特徴とする電子部品の実装構造。
【請求項２】
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　前記電子部品と前記介在基板の間の空隙、及び、前記配線基板と前記介在基板の間の空
隙に、体積収縮性を有する樹脂が充填されていることを特徴とする請求項１記載の電子部
品の実装構造。
【請求項３】
　前記樹脂に無機フィラーが混合されていることを特徴とする請求項２記載の電子部品の
実装構造。
【請求項４】
　前記1対のパッドの表面に、それぞれ低融点金属の導体層が形成されていることを特徴
とする請求項１記載の電子部品の実装構造。
【請求項５】
　前記絶縁性基材における多数の線状導体は、いずれのパッドにも接続されていない孤立
した線状導体を含むことを特徴とする請求項１記載の電子部品の実装構造。
【請求項６】
　前記絶縁性基材はアルミニウム基板を陽極酸化して得た酸化アルミニウムの多孔質酸化
膜からなり、前記線状導体は当該絶縁性基材の多孔部分に充填された導電体からなること
を特徴とする請求項１記載の電子部品の実装構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子等の電子部品を配線基板に実装するための技術に係り、特に、実
装される電子部品と配線基板との間にインターポーザとしての役割を果たす基板を介在し
てなる電子部品の実装構造に関する。
【０００２】
　かかる実装構造において配線基板は、半導体素子等の電子部品を搭載する役割を果たす
という点で、以下の記述では便宜上、「半導体パッケージ」もしくは単に「パッケージ」
ともいう。
【背景技術】
【０００３】
　半導体素子等の電子部品（チップ）を配線基板（パッケージ）に表面実装する一つの方
法として、フリップチップ・ボンディングがある。このフリップチップ・ボンディングに
よる実装においては、チップとパッケージの電気的な接続は、チップ側とパッケージ側に
同じ金属材料もしくは異なる金属材料からなるバンプを設け、あるいはチップ側にのみ金
属バンプを設け、これら同一金属もしくは異種金属のバンプを介して両者を接合する方法
を用いて行われている。例えば、同一金属による接合の態様としては、はんだバンプとは
んだバンプの接合があり、異種金属による接合の態様としては、銅（Ｃｕ）バンプとはん
だバンプの接合、金（Ａｕ）バンプとはんだバンプの接合などがある。
【０００４】
　いずれの接合態様においても、チップとパッケージの電気的な接続は、少なくともはん
だバンプを介して行われている。このバンプの材料としては、錫（Ｓｎ）と鉛（Ｐｂ）の
組成からなる共晶はんだや、Ｓｎ－銀（Ａｇ）系、Ｓｎ－Ｃｕ系、Ｓｎ－亜鉛（Ｚｎ）系
などに代表される鉛フリーはんだが用いられており、いずれのはんだ材もその主要金属と
して錫（Ｓｎ）を含有している。
【０００５】
　具体的な実装構造を例にとって説明すると、パッケージのチップ実装面側の最表層の絶
縁層（典型的にはソルダレジスト層）から露出するパッド（例えば、銅（Ｃｕ）／ニッケ
ル（Ｎｉ）／金（Ａｕ）の導体層）上にはんだ材（バンプ）を設けておき、実装されるチ
ップの保護膜から露出する電極パッド上に設けた突起状の端子（例えば、Ｃｕバンプ）を
パッケージ側のはんだバンプに当接させ、このはんだバンプをリフローにより溶融させて
電気的に接続する（フリップチップ実装）。さらに、その実装されたチップとパッケージ
との間隙にアンダーフィル樹脂（熱硬化性の樹脂）を充填し、熱硬化させて、チップをパ
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ッケージに固定化している。
【０００６】
　かかる従来技術に関連する技術の一例として、下記の特許文献１に記載されたフリップ
チップ実装構造がある。この文献に開示されたフリップチップ実装構造では、その電極上
に貴金属（Ａｕ）バンプが形成された半導体チップと、その表面に接続端子（Ｃｕ等）を
備えた配線基板との間に、熱硬化性の樹脂シートを挿入し、加圧及び加熱し、さらに超音
波振動を与えて、上記の貴金属バンプと接続端子とを金属接合により接続するとともに、
熱硬化された樹脂によりチップを配線基板に固定化している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１５１５５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述したように従来のフリップチップ・ボンディングによる実装技術では、チップとパ
ッケージの電気的な接続は、少なくともその主要金属として錫（Ｓｎ）を含有するはんだ
バンプを介して行われていた。このため、チップをパッケージに実装した後の使用時（通
電時）において、以下の問題があった。
【０００９】
　すなわち、チップと共にパッケージの小型化、配線パターンの高密度化（微細化）等に
より端子間のピッチがより一層狭くなってくると、チップ・パッケージ間の接続部を流れ
る電流によりエレクトロマイグレーションが発生し易くなる。その結果、その接続部の一
部にボイドが形成され、その部分の電気抵抗が増大したり、また接合強度が劣化したり、
場合によってはその部分で破断（断線）をひき起こしたりする。特に、電気的物質移動を
起こし易い低融点金属の一つであるはんだ（Ｓｎを含有した合金）が介在していると、エ
レクトロマイグレーションは一層顕著に表れる。
【００１０】
　つまり、チップをパッケージに実装後の使用時（通電時）に、バンプ材のはんだ（Ｓｎ
を含有した合金）と端子金属（Ａｕ、Ｎｉ、Ｃｕ等）との間に電気的物質移動現象が発生
し、これが累積的に接続部での電気抵抗の増大や断線等をひき起こし、接続信頼性の低下
をきたすといった課題があった。
【００１１】
  本発明は、かかる従来技術における課題に鑑み創作されたもので、電子部品を配線基板
に実装後の使用時（通電時）において接続部での電気的物質移動による電気抵抗の増大や
断線等の不都合を実質的に解消し、ひいては接続信頼性の向上に寄与することができる電
子部品の実装構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の従来技術の課題を解決するため、本発明の基本形態によれば、端子を有する電子
部品と、端子を有する配線基板と、絶縁性基材にその厚さ方向に貫通する多数の線状導体
が設けられて隣り合う該線状導体間の距離が該線状導体の直径よりも小さくなるように配
置され、前記絶縁性基材の両面に、前記複数の線状導体を共有する形でそれぞれ導体層か
らなる１対のパッドが形成された介在基板とを備え、前記電子部品と前記配線基板の間に
前記介在基板が配置されて、一方の前記パッドに前記電子部品の端子が接続され、他方の
前記パッドに前記配線基板の端子が接続されて、前記電子部品の端子と前記配線基板の端
子とが前記複数の線状導体を介して電気的に接続され、前記１対のパッドは、それぞれ、
当該パッドの周囲に所定の間隔を空けて、前記絶縁性基材の両面に複数の前記線状導体を
共有する形で形成された、グランドに繋がる１対の導体層によって囲まれ、前記介在基板
はアルミナ絶縁性基材を有し、前記電子部品はシリコンを有し、前記配線基板は樹脂基板
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及び銅配線を有し、前記介在基板の熱膨張係数は、前記電子部品の熱膨張係数よりも大き
く、かつ、前記配線基板の熱膨張係数よりも小さく選定されていることを特徴とする電子
部品の実装構造が提供される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る電子部品の実装構造によれば、電子部品と配線基板とは、従来のようにチ
ップ（電子部品）の端子とパッケージ（配線基板）上の対応する端子（パッド）との間に
はんだバンプを介在させて接続されているのではなく、電子部品の端子とこれに対応する
配線基板の端子との間に複数の線状導体を介在させて接続されている。つまり、電気的物
質移動を起こし易い低融点金属の一つであるはんだを使用せずに、電子部品を配線基板に
実装している。
【００１４】
　この構造により、実装後の使用時（通電時）において、従来技術に見られたような不都
合（チップと基板の接続部での電気的物質移動による電気抵抗の増大や断線等）を実質的
に解消することができる。これは、電子部品と配線基板の接続信頼性の向上に寄与するも
のである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る電子部品の実装構造を示す断面図である。
【図２】図１の実装構造において使用されるインターポーザ用基板の製造工程の一例を示
す断面図である。
【図３】図２の製造工程に続く工程を示す断面図（一部は斜視図）である。
【図４】図３の工程を経て作製されたインターポーザ用基板を用いて電子部品（半導体素
子）を配線基板（パッケージ）に実装する工程を示す断面図である。
【図５】図１の実装構造において使用されるインターポーザ用基板の第１の変形例に係る
インターポーザ用基板の構成を示す断面図である。
【図６】図１の実装構造において使用されるインターポーザ用基板の第２の変形例に係る
インターポーザ用基板の構成を示す断面図である。
【図７】図１の実装構造において使用されるインターポーザ用基板の第３の変形例に係る
インターポーザ用基板の構成を示す図であり、（ａ）はその断面図、（ｂ）は（ａ）のＡ
－Ａ’線に沿って見たときの平面図（一部）である。
【図８】図７のインターポーザ用基板の効果を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、添付の図面を参照しながら説明する。
【００１７】
　図１は本発明の一実施形態に係る電子部品の実装構造を断面図の形態で示したものであ
る。
【００１８】
　本実施形態に係る電子部品の実装構造５０は、基本的には、実装される電子部品として
の半導体素子（チップ）１０と、この半導体素子（チップ）１０を実装するための配線基
板（パッケージ）２０と、チップ１０とパッケージ２０の間に介在されて両者を電気的に
接続し、かつ機械的に接合するインターポーザとしての役割を果たす基板３０とを備えて
いる。つまり、本実施形態の電子部品の実装構造５０は半導体装置を構成している。チッ
プ１０とパッケージ２０の間に介在される基板３０は、本発明を特徴付ける部材であり、
配線基板２０と区別するために、以下の記述では便宜上、「インターポーザ用基板」と呼
ぶことにする。
【００１９】
　実装される半導体素子（チップ）１０は、後述するようにシリコン（Ｓｉ）ウエハを用
いたウエハレベルパッケージのプロセスを用いて作製することができる。チップ１０は、
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このプロセスにおいて最終的にウエハを各デバイス単位に分割（ダイシング）して得られ
るが、そのデバイス（集積回路）が形成されている側の面（図示の例では下側）には、面
全体に亘り突起状の端子（バンプ）１１がエリアアレイ状に配置されている。本実施形態
では、このエリアアレイ状の端子配列を例にとっているが、端子配列の形態がこれに限定
されないことはもちろんである。例えば、チップのフェイス面（回路形成面）側の周辺領
域に沿ってペリフェラル状に端子が配列された形態としてもよい。
【００２０】
　配線基板（パッケージ）２０は、図示のように基板本体を構成する樹脂基板２１と、こ
の樹脂基板２１の両面に所要の形状にパターニングされた配線層２２及び２３と、各配線
層２２，２３のそれぞれ所要の箇所に画定されたパッド２２Ｐ，２３Ｐを露出させて両面
を覆うように形成された保護膜としての絶縁層２４及び２５とを備えている。ただし、チ
ップ実装面側のパッド２２Ｐについては、その露出面が絶縁層２４の表面と同じ面上に位
置するように形成されている。配線層２２，２３の材料としては典型的に銅（Ｃｕ）が用
いられ、絶縁層２４，２５の材料としては典型的にエポキシ系樹脂が用いられる。
【００２１】
　樹脂基板２１の形態としては、少なくとも最表層に配線層が形成された基板であって、
各配線層が基板内部を通して電気的に接続されている形態のものであれば十分である。樹
脂基板２１の内部には配線層が形成されていてもよいし、形成されていなくてもよい。
【００２２】
　本実施形態では、チップ実装面側の絶縁層２４から露出するパッド２２Ｐには、後述す
るようにインターポーザ用基板３０を介して半導体チップ１０の端子１１が電気的に接続
されるようになっている。また、チップ実装面側と反対側の絶縁層２５から露出するパッ
ド２３Ｐには、本パッケージ２０をマザーボード等に実装する際に使用されるはんだボー
ル２６（図中破線で表示）や金属ピン等の外部接続端子が接合されるようになっている。
このような外部接続端子は出荷する際に設けておいてもよいし、後で必要なときに外部接
続端子を接合できるようにパッド２３Ｐを露出させた状態のままにしておいてもよい。こ
の場合、当該パッド２３Ｐの表面にニッケル（Ｎｉ）／金（Ａｕ）めっき等の処理を施し
ておく。
【００２３】
　本発明を特徴付けるインターポーザ用基板３０は、その基本構成として、所要の厚さを
有した絶縁性基材３１に、その厚さ方向に貫通する微小径の線状導体３２が所定の間隔で
高密度に設けられた構造を有している。つまり、線状導体３２は、その両端が絶縁性基材
３１の両面に露出するように形成されている。さらに、この絶縁性基材３１の両面に、複
数の線状導体３２を共有する形で、それぞれ導体層からなる１対のパッド３３及び３４が
形成されている（図３参照）。つまり、絶縁性基材３１の両面に露出している複数の線状
導体３２の一端側にパッド３３が電気的に接続され、他端側にパッド３４が電気的に接続
されている。
【００２４】
　このように絶縁性基材３１を厚さ方向に貫通して設けられた各線状導体３２には、それ
ぞれ対応するパッド３３，３４が接続され、さらに各パッド３３，３４を介してそれぞれ
チップ１０の端子１１、配線基板２０の端子（パッド）２２Ｐが電気的に接続されるよう
になっている。このように線状導体３２は、これを介して基板両面を電気的に接続してい
るという点で、以下の記述では便宜上、「ビア」ともいう。
【００２５】
　このビア（線状導体）３２は、後述するように絶縁性基材３１に形成された貫通孔に金
属材料を充填することによって形成される。そして、このビア３２の役割は、その一端側
で信号を受けて他端側に確実に伝えることである。このため、設計の際にその信号の接続
部分として絶縁性基材３１上の任意の領域を選択したときに、その選択したいずれの領域
においても平均的に多数のビア３２が含まれていることが望ましい。
【００２６】
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　従って、可能な限り絶縁性基材３１における金属充填密度を高くする必要があり、この
ため、上述したように微小径のビア３２を高密度に配置している。本実施形態では、ビア
３２間の距離（Ｄ）がビア３２の直径（ｄ）よりも小さくなるように（Ｄ＜ｄ）、各ビア
３２を配置している。さらに好適には、ビア３２の直径（ｄ）が３０ｎｍ～１μｍ程度と
なるように選定している。各ビア３２の配置形態については、Ｄ＜ｄを満たしていれば、
特に限定されない。例えば、ヘキサゴナル状に配置されていてもよいし、グリッド状に配
置されていてもよい。
【００２７】
　また、絶縁性基材３１の両面に形成される各パッド３３，３４は、複数のビア３２を共
有する形で接続されているが、例えば、パッドの直径を９０～１００μｍ程度に選定する
と、数千本のビア３２を介して接続されることになる。
【００２８】
　また、上述したようにビア３２を高密度に配置しているため、パッド３３（３４）間の
距離は、少なくとも、ビア３２の直径よりも大きくなるように選定する必要がある。その
理由は以下の通りである。すなわち、パッド３３（３４）間の距離は限りなく近接させる
ことは可能であるが、ある一定距離以内に近接させると、隣りのパッド３３（３４）の周
縁上に位置するビア３２（つまり、その隣りのパッド内に完全に包含されているのではな
く、部分的にそのパッドの外に出ているビア３２）と接触するおそれがある。金属充填密
度が高いので、このような状態は起こり得るからである。
【００２９】
　また、インターポーザ用基板３０を挟んで上下に配置される半導体素子（チップ）１０
と配線基板（パッケージ）２０の熱膨張係数（ＣＴＥ）の差は大きいため、インターポー
ザ用基板３０には、そのＣＴＥの違いに起因する応力（これは、パッケージ２０の反りを
ひき起こす要因になり得る）を緩和する機能をもたせておくのが望ましい。このため、イ
ンターポーザ用基板３０（特に絶縁性基材３１）を構成する材料には、チップ１０のＣＴ
Ｅと配線基板２０のＣＴＥの中間的なＣＴＥを有した材料を選定している。つまり、イン
ターポーザ用基板３０のＣＴＥは、実装されるチップ１０のＣＴＥよりも大きく、かつ、
配線基板２０のＣＴＥよりも小さく選定されている。
【００３０】
　本実施形態では、実装されるチップ１０はシリコン（ＣＴＥは３ｐｐｍ／℃程度）を用
いて構成されており、配線基板２０は銅（ＣＴＥは１６～１７ｐｐｍ／℃程度）の配線層
２２，２３を有しているので、絶縁性基材３１の材料として、アルミナ（ＣＴＥは６～７
ｐｐｍ／℃程度）やムライト（ＣＴＥは４．５ｐｐｍ／℃程度）等のセラミックスを使用
することができる。ムライトを使用した場合、アルミナに比べて誘電率が低い（アルミナ
の誘電率が８～１０程度であるのに対し、ムライトの誘電率は６．５である）ため、信号
伝播の高速化という点で好適である。
【００３１】
　また、チップ１０とインターポーザ用基板３０との間、及び、パッケージ２０とインタ
ーポーザ用基板３０との間の、接続部（端子１１とパッド３３の接続部、端子２２Ｐとパ
ッド３４の接続部）以外の空隙は、アンダーフィル樹脂３５により充填されている。この
アンダーフィル樹脂３５は、後述するように基板３０の両面に未硬化状態で形成された接
着剤層３５Ａを溶融及び硬化させて形成されたものである。このアンダーフィル樹脂３５
には、体積収縮性を有する樹脂が用いられ、典型的には、エポキシ系樹脂等に代表される
熱硬化性の樹脂が使用される。
【００３２】
　本実施形態では、チップ１０の端子１１及び配線基板２０の端子（パッド）２２Ｐとイ
ンターポーザ用基板３０上の対応する各パッド３３，３４とは、電気的に接続されてはい
るが、単に接触（コンタクト）しているにすぎない。このため、熱硬化の際のアンダーフ
ィル樹脂３５（接着剤層３５Ａ）の体積収縮性を利用して、各端子１１、２２Ｐと各パッ
ド３３，３４との接触状態を樹脂３５で固定化することで、基板３０とチップ１０及びパ
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ッケージ２０との電気的な接続を安定化させている。これは、実装後の使用時（通電時）
において端子１１とパッド３３の接続部、及び、端子（パッド）２２Ｐとパッド３４の接
続部の電気抵抗を安定化させることに寄与する。
【００３３】
　なお、アンダーフィル樹脂３５には、熱膨張係数（ＣＴＥ）を調整するために無機フィ
ラー（例えば、非晶質のシリカ）が適宜混合されている。このシリカのＣＴＥは０．５ｐ
ｐｍ／℃と小さいため、インターポーザ用基板３０全体のＣＴＥを下げるのに寄与する。
つまり、インターポーザ用基板３０については、上述したようにチップ１０側とパッケー
ジ２０側との中間的なＣＴＥを確保する必要があるからである。なお、無機フィラーとし
ては、シリカ以外に、アルミナ、窒化シリコン、窒化アルミニウム等を使用することがで
きる。
【００３４】
　本実施形態に係る電子部品の実装構造（半導体装置）５０は、実装される半導体チップ
１０と配線基板（パッケージ）２０との間にインターポーザ用基板３０を介在させ、この
基板３０の絶縁性基材３１に厚さ方向に貫通する線状導体（ビア）３２を高密度に設ける
とともに、複数のビア３２を共有する形でその両端面にパッド３３，３４を接続し（図３
参照）、各パッド３３，３４（複数のビア３２）を介してチップ１０側の端子１１とパッ
ケージ２０側の端子（パッド）２２Ｐとを電気的に接続したことを特徴とする。このイン
ターポーザ用基板３０を含めて他の構成部材の具体的な材料や大きさ等については、以下
に記述するプロセスに関連させて説明する。
【００３５】
　以下、本実施形態に係る電子部品の実装構造（半導体装置）５０を製造する方法につい
て、図２～図４を参照しながら説明する。図２及び図３は、図１の実装構造５０において
使用されるインターポーザ用基板３０の製造工程を示しており、図４は、そのインターポ
ーザ用基板３０を用いて半導体素子（チップ）１０を配線基板（パッケージ）２０に実装
する工程を示している。
【００３６】
　先ず最初の工程では（図２（ａ）参照）、絶縁性基材３１として、アルミナ（酸化アル
ミニウム）のグリーンシート（厚さは７０～１００μｍ程度で、大きさは１０×１０ｍｍ
程度を用意し、このシート全体に亘りその厚さ方向に、パンチャ等により多数の貫通孔Ｔ
Ｈを形成する。すなわち、この貫通孔ＴＨにはビア３２が充填されるので、上述した所定
の関係：Ｄ（ビア３２間の距離）＜ｄ（ビア３２の直径）を満たすように貫通孔ＴＨを高
密度に形成する。
【００３７】
　本実施形態では、上述したように絶縁性基材３１における金属充填密度を高くすること
を意図している。このため、ビア３２の直径（ｄ）は可能な限り小さい方が望ましい（好
適には、３０ｎｍ～１μｍ程度）。このような微小径の孔（貫通孔ＴＨ）は、陽極酸化法
を用いて形成することができる。
【００３８】
　例えば、アルミニウム（Ａｌ）の基板の一方の面を絶縁被膜したもの、又はガラス基板
上にスパッタリング等によりアルミニウム（Ａｌ）の電極層を形成したものを用意し、こ
のＡｌ基板（Ａｌ電極層）の表面を洗浄後、電解液（好適には硫酸水溶液）中に浸漬し、
このＡｌ基板（Ａｌ電極層）を陽極とし、これに対向配置される白金（Ｐｄ）電極を陰極
として通電（パルス電圧を印加）することで、Ａｌ基板（Ａｌ電極層）の表面に多孔質金
属酸化膜（微小径の孔が規則正しく形成された酸化アルミニウムの膜）を形成することが
できる。この後、陽極酸化とは逆電位の電圧を各電極に印加（Ａｌ基板（Ａｌ電極層）を
陰極とし、Ｐｄ電極を陽極として通電）することで、多孔質金属酸化膜をＡｌ基板（Ａｌ
電極層）から分離する。これによって、所望の微小径（３０ｎｍ～１μｍ程度）の貫通孔
ＴＨが高密度に形成された絶縁性基材（アルミナ）３１が得られる。
【００３９】
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　なお、絶縁性基材３１の材料としては、アルミナ（酸化アルミニウム）以外に、ムライ
ト、窒化アルミニウム、ガラスセラミックス（ガラスとセラミックスの複合材料）等を使
用してもよい。また、このようなセラミックス（無機材料）に限定されないことはもちろ
んであり、樹脂等の有機材料を使用することも可能である。
【００４０】
　ただし、有機系の樹脂（エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂等）を用いる場合、シリカ
等の無機フィラーを高密度に混合させたものを使用するのが望ましい。パッケージ２０側
も同等の樹脂（樹脂基板２１）を使用し、熱膨張係数（ＣＴＥ）も近似しているため、イ
ンターポーザ用基板３０（絶縁性基材３１）に使用する樹脂については、そのＣＴＥを下
げてチップ１０側とパッケージ２０側との中間的なＣＴＥを確保する必要があるからであ
る。この場合、絶縁性基材３１に設けられる貫通孔ＴＨは、炭酸ガスレーザ、エキシマレ
ーザ等を用いた穴明け加工により形成される。
【００４１】
　次の工程では（図２（ｂ）参照）、絶縁性基材３１に形成された貫通孔ＴＨに金属材料
を充填してビア（線状導体）３２を形成する。例えば、銀（Ａｇ）や銅（Ｃｕ）等の導電
性ペーストを用いたスクリーン印刷法やインクジェット法等により、貫通孔ＴＨを当該金
属材料（Ａｇ、Ｃｕ等）で充填する。
【００４２】
　また、絶縁性基材３１として有機系の樹脂（エポキシ系樹脂等）を用いた場合には、め
っき法により、貫通孔ＴＨに金属材料（Ｃｕ、Ｎｉ等）を充填する。例えば、金属材料と
してＣｕを用いる場合、絶縁性基材３１の表面（貫通孔ＴＨの内壁面を含む）に、無電解
Ｃｕめっきによりシード層を形成し、このシード層を給電層として利用した電解Ｃｕめっ
きにより、貫通孔ＴＨに導体（Ｃｕ）を充填する。これに代えて、無電解Ｃｕめっきのみ
で充填してもよい。あるいは、他の方法として、スクリーン印刷法等によりＣｕ等の金属
材料を貫通孔ＴＨに充填することも可能である。
【００４３】
　さらに、必要に応じて機械研磨、化学機械研磨（ＣＭＰ）等により両面を研磨して平坦
化し、ビア３２の両端を絶縁性基材３１の両面に露出させる。これによって、図示のよう
に絶縁性基材３１にその厚さ方向に貫通する微小径のビア３２が高密度に設けられた構造
体が形成されたことになる。
【００４４】
　次の工程では（図２（ｃ）参照）、その構造体の両面に、スパッタリングや無電解めっ
き等により、後の工程で電解めっきを行う際の給電層として利用されるシード層ＳＤを形
成する。例えば、両面にスパッタリングによりチタン（Ｔｉ）の導体層を０．１μｍ程度
の厚さに形成し（Ｔｉ層）、さらにその上にスパッタリングにより銅（Ｃｕ）の導体層を
０．５μｍ程度の厚さに形成して（Ｃｕ層）、２層構造（Ｔｉ／Ｃｕ）のシード層ＳＤを
形成する。このシード層ＳＤの下層のＴｉ層は、その下層の絶縁性基材３１と上層のＣｕ
層との密着性を高めるための金属層である。Ｔｉ以外の金属材料として、クロム（Ｃｒ）
を用いてもよい。
【００４５】
　次の工程では（図２（ｄ）参照）、両面の各シード層ＳＤ上に、パターニング材料を使
用してめっき用レジストを形成し、それぞれ所要の箇所を開口する（開口部ＯＰを備えた
レジスト層ＰＲの形成）。各開口部ＯＰは、次の工程で形成される両面の各パッド３３，
３４の形状に従い、かつ、対向する各パッド３３，３４の位置が同じ位置となるようにパ
ターニングされる。パターニング材料としては、感光性のドライフィルム（レジスト材料
をポリエステルのカバーシートとポリエチレンのセパレータシートの間に挟んだ構造のフ
ィルム）、又は液状のフォトレジスト（例えば、ノボラック系樹脂、エポキシ系樹脂等の
液状レジスト）を用いることができる。
【００４６】
　例えば、ドライフィルムを使用する場合、両面の各シード層ＳＤの表面を洗浄した後、



(9) JP 5385682 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

その表面にドライフィルム（セパレータシートを剥離したもの）を熱圧着によりラミネー
トし、このドライフィルムに対し、所要のパッド３３，３４の形状にパターニングされた
マスク（図示せず）を用いて紫外線（ＵＶ）照射による露光を施して硬化させ、さらにカ
バーシートを剥離した後、所定の現像液（ネガ型のレジストの場合には有機溶剤を含む現
像液、ポジ型のレジストの場合にはアルカリ系の現像液）を用いて当該部分をエッチング
し（開口部ＯＰの形成）、所要のレジスト層ＰＲを形成する。同様に液状のフォトレジス
トを用いた場合にも、表面洗浄→表面にレジスト塗布→乾燥→露光→現像の工程を経て、
所要の形状にパターニングされたレジスト層ＰＲを形成することができる。
【００４７】
　次の工程では（図２（ｅ）参照）、そのパターニングされた両面の各レジスト層ＰＲの
開口部ＯＰ（図２（ｄ））から露出している各シード層ＳＤ上に、当該シード層ＳＤを給
電層として利用した電解めっきにより、所要のパッド３３，３４を形成する。
【００４８】
　本実施形態では、各シード層ＳＤ上に、電解銅（Ｃｕ）めっきによりＣｕ層を５μｍ程
度の厚さに形成し、次にこのＣｕ層上に、電解ニッケル（Ｎｉ）めっきによりＮｉ層を５
μｍ程度の厚さに形成し、更にこのＮｉ層上に、金（Ａｕ）フラッシュめっきによりＡｕ
層を１μｍ程度の厚さに形成して、３層構造（Ｃｕ／Ｎｉ／Ａｕ）のパッド３３，３４を
形成している。ここで、Ｎｉ層は、Ｃｕ層とＡｕ層との密着性を高め、ＣｕがＡｕ層中へ
拡散するのを防止するために設けられており、最上層のＡｕ層は、最終的にチップ１０の
端子１１及び配線基板２０の端子（パッド）２２Ｐと接合されたときのコンタクト性を良
くするために設けられている。また、Ａｕ層はＮｉ層と協働して、最終的に露出するシー
ド層（Ｔｉ（Ｃｒ）／Ｃｕ）ＳＤをエッチングする際に、パッド３３，３４のＣｕがエッ
チングされるのを防ぐためのバリヤ層として機能する。
【００４９】
　次の工程では（図３（ａ）参照）、めっき用レジストとして用いたレジスト層ＰＲを除
去する。例えば、めっき用レジストとしてドライフィルムを使用した場合には、水酸化ナ
トリウムやモノエタノールアミン系等のアルカリ性の薬液を用いて除去することができ、
ノボラック系樹脂、エポキシ系樹脂等の液状レジストを使用した場合には、アセトンやア
ルコール等を用いて除去することができる。これにより、レジスト層ＰＲで覆われていた
部分のシード層ＳＤ（図２（ｅ）参照）が露出する。
【００５０】
　さらに、その露出しているシード層（Ｔｉ（Ｃｒ）／Ｃｕ）ＳＤを各パッド３３，３４
に対して選択的に除去する。すなわち、各パッド（Ｃｕ／Ｎｉ／Ａｕ）３３，３４をマス
クにして、先ずＣｕに対してのみ可溶性の薬液を用いたウエットエッチングを施し、次に
Ｔｉ（Ｃｒ）に対してのみ可溶性の薬液を用いたウエットエッチングを施すことにより、
露出しているシード層ＳＤのみを選択的にエッチングすることができる。この後、所定の
表面洗浄を行う。
【００５１】
　これによって、図示のように隣り合う各パッド３３（３４）が相互に絶縁された状態に
なるとともに、絶縁性基材３１を貫通して形成された線状導体（ビア）３２に対し、複数
のビア３２を共有する形で基材３１の両面に各パッド３３，３４が対向配置（接続）され
た構造体が作製されたことになる。なお、図３（ａ）の例では、各パッド３３，３４の直
下に残存している部分のシード層ＳＤ（図２（ｅ）参照）についてはその図示を省略して
いる。
【００５２】
　次の工程では（図３（ｂ）参照）、その構造体の両面（ただし、パッド３３，３４の部
分を除く）に、アンダーフィル材として用いられる接着剤（未硬化状態）３５Ａを被着さ
せる。この接着剤３５Ａには、体積収縮性を有する樹脂が用いられ、好適には、熱硬化性
のエポキシ系樹脂が使用される。
【００５３】
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　以上の工程により、絶縁性基材３１の両面に対向配置された各パッド３３，３４が、絶
縁性基材３１を貫通する複数のビア３２を介して電気的に接続され、基材３１上の隣り合
う各パッド３３（３４）間の部分に接着剤層３５Ａが形成された構造体、すなわち、イン
ターポーザ用基板３０が作製されたことになる。
【００５４】
　次の工程では（図４（ａ）参照）、そのインターポーザ用基板３０を介在させて電気的
に接続され、かつ機械的に接合されるべき半導体素子（チップ）１０と配線基板（パッケ
ージ）２０を用意し、これら各部材の位置合わせを行う。
【００５５】
　（半導体チップ１０の用意）
　実装されるチップ１０は、例えば、以下のようにして作製することができる。
【００５６】
　先ず、所要の大きさ（直径が８インチもしくは１２インチ）のシリコン（Ｓｉ）ウエハ
に対し、その一方の面側に所要のデバイスプロセスを施して複数のデバイスをアレイ状に
作り込み、そのデバイスが形成されている側の面に窒化シリコン（ＳｉＮ）やリンガラス
（ＰＳＧ）等からなるパッシベーション膜１２（図４（ａ）において破線表示で囲んだ部
分の拡大図参照）を形成し、各デバイス上にパターニングされたアルミニウム（Ａｌ）の
配線層の一部分に画定される電極パッド１３に対応する部分のパッシベーション膜１２を
除去する（つまり、当該部分を開口して電極パッド１３を露出させる）。
【００５７】
　次に、パッシベーション膜１２上に、必要に応じてポリイミド樹脂等の絶縁膜（図示せ
ず）を形成した後、この絶縁膜が形成されている側の全面に、図２（ｃ）の工程で行った
処理と同様にして、スパッタリング等により２層構造（Ｔｉ（Ｃｒ）／Ｃｕ）のシード層
１４を形成する。さらに、このシード層１４上に、図２（ｄ）の工程で行った処理と同様
にして、形成すべきバンプ（突起状の端子１１）の形状及びその配置間隔に応じた開口部
を有するようパターニングされためっき用のレジスト層（図示せず）を形成する。
【００５８】
　次いで、このレジスト層の開口部から露出しているシード層１４（電極パッド１３）上
に、このシード層１４を利用した電解Ｃｕめっきを施し、所要の突起状の端子（Ｃｕバン
プ）１１を形成する。さらに、適当な研削装置を用いてウエハ裏面（デバイスが形成され
ている側と反対側の面）を研削し、所定の厚さに薄くした後、図３（ａ）の工程で行った
処理と同様にして、めっき用のレジスト層を除去し、露出しているシード層１４を選択エ
ッチングする。この後、所定の表面洗浄等を行い、ウエハを各デバイス単位に分割（ダイ
シング）する。
【００５９】
　これによって、図示のようにデバイス形成面側がパッシベーション膜１２で覆われ、突
起状の端子（バンプ）１１がエリアアレイ状に配置された構造を有する半導体チップ１０
が作製されたことになる。
【００６０】
　（配線基板２０の用意）
　配線基板２０の本体を構成する樹脂基板２１の形態としては、上述したように少なくと
も最表層に配線層が形成された基板であって、各配線層が基板内部を通して電気的に接続
されている形態のものであれば十分である。
【００６１】
　樹脂基板２１の内部に配線層が形成されている形態の場合、例えば、ビルドアップ法を
用いた多層構造の配線基板を利用することができる。その典型的な製造プロセスは、ベー
ス基材としてのコア基板を中心としてその両面に、絶縁層（エポキシ系樹脂）の形成、絶
縁層におけるビアホールの形成、ビアホールの内部を含めた配線層（Ｃｕ）の形成を順次
繰り返して積み上げていくものである。かかるプロセスを経て形成された最表層の配線層
２２，２３は、基板内部の所要箇所に適宜形成された各配線層及び各配線層間を相互に接
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続するビアホール（に充填された導体）を介して電気的に接続されている。
【００６２】
　あるいは、樹脂基板２１の内部に配線層が形成されていない形態の場合には、この樹脂
基板２１の所要箇所に適宜形成されたスルーホール（に充填された導体）を介して最表層
の各配線層２２，２３が電気的に接続されている。
【００６３】
　最表層の配線層２２，２３の所要の箇所に画定される各パッド２２Ｐ，２３Ｐには、イ
ンターポーザ用基板３０上に設けたパッド３４、外部接続端子（図中破線で示すはんだボ
ール２６等）が接合されるので、配線層（Ｃｕ）２２，２３上にＮｉめっき及びＡｕめっ
きをこの順に施しておくのが望ましい。これは、外部接続端子等を接合したときのコンタ
クト性を良くするためと、パッド２２Ｐ，２３Ｐを構成するＣｕ層とＡｕ層との密着性を
高め、ＣｕがＡｕ層中へ拡散するのを防止するためである。
【００６４】
　さらに樹脂基板２１の両面に、それぞれ保護膜として機能するソルダレジスト層２４及
び２５を形成する。例えば、感光性のエポキシ系樹脂を樹脂基板２１及び各配線層２２，
２３上に塗布し、各樹脂層をそれぞれ所要の形状（パッド２２Ｐ，２３Ｐの部分を露出さ
せた形状）にパターニングすることで、ソルダレジスト層２４，２５を形成することがで
きる。
【００６５】
　これによって、図示のように樹脂基板２１の両面に所要の形状にパターニングされた配
線層２２及び２３を有し、各配線層２２，２３の所要の箇所に画定されたパッド２２Ｐ，
２３Ｐを露出させて両面を覆うように形成されたソルダレジスト層２４及び２５を備えた
配線基板（パッケージ）２０が作製されたことになる。
【００６６】
　このようにして用意された各部材（配線基板２０、インターポーザ用基板３０、チップ
１０）を、図４（ａ）に示すように位置合わせする。すなわち、配線基板２０のチップ実
装面側の各端子（パッド）２２Ｐの上方にインターポーザ用基板３０上の対応する各パッ
ド３４が位置し、かつ、このインターポーザ用基板３０上の反対側の各パッド３３の上方
にチップ１０の対応する各端子１１が位置するように、各部材２０，３０，１０の位置合
わせを行う。
【００６７】
　次の工程では（図４（ｂ）参照）、その位置合わせされた各部材（配線基板２０、イン
ターポーザ用基板３０、チップ１０）を重ね合わせ、１対のプレス熱盤（図示せず）の間
に配置し、真空プレス等により上下両面から加熱・加圧して積層し、一体構造とする。
【００６８】
　この加熱・加圧処理により、インターポーザ用基板３０の両面に形成された未硬化状態
の接着剤層３５Ａ（熱硬化性のエポキシ系樹脂）が溶融し、その溶融した樹脂が、図示の
ようにアンダーフィル樹脂３５としてチップ１０と配線基板２０の間の空隙を充填する。
そして、この樹脂３５が硬化されることで、インターポーザ用基板３０とチップ１０及び
配線基板２０との機械的な接合が確保される。
【００６９】
　また、その加熱・加圧処理の過程で、チップ１０の端子１１及び配線基板２０の端子２
２Ｐがそれぞれインターポーザ用基板３０上の対応する各パッド３３，３４に圧接（コン
タクト）し、電気的に接続される（フリップチップ実装）。その際、熱硬化されたアンダ
ーフィル樹脂３５の体積収縮性により、各端子１１、２２Ｐと各パッド３３，３４との接
触状態が樹脂３５で固定化されるので、インターポーザ用基板３０とチップ１０及び配線
基板２０との電気的な接続が安定に維持される。
【００７０】
　以上の工程により、図１に示す半導体装置（電子部品の実装構造）５０が作製されたこ
とになる。
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【００７１】
　以上説明したように、本実施形態に係る電子部品の実装構造（半導体装置）５０によれ
ば、電子部品としての半導体チップ１０と配線基板（パッケージ）２０との間にインター
ポーザ用基板３０が介在され、この基板３０の絶縁性基材３１に厚さ方向に貫通する微小
径の線状導体（ビア）３２が高密度に設けられるとともに、複数のビア３２を共有する形
で基材３１の両面にパッド３３，３４が対向配置（接続）され、さらに、各パッド３３，
３４（複数のビア３２）を介してチップ１０の端子１１とパッケージ２０上の対応する端
子（パッド）２２Ｐとが電気的に接続されている。
【００７２】
　つまり、チップ１０の端子１１とパッケージ２０上の対応する端子２２Ｐとは、従来の
ように電気的物質移動を起こし易い低融点金属の一つであるはんだ（はんだバンプ）を用
いて接続されているのではなく、複数のビア３２（及び各パッド３３，３４）を介在させ
て接続されている。これにより、チップ１０を実装した後の使用時（通電時）において、
従来技術に見られたような、チップと基板の接続部での電気的物質移動による電気抵抗の
増大や断線等の不都合を実質的に解消することができる。その結果、チップ１０と配線基
板（パッケージ）２０の接続信頼性を高めることが可能となる。
【００７３】
　また、チップ１０とパッケージ２０の間に介在されるインターポーザ用基板３０（特に
絶縁性基材３１）を構成する材料には、チップ１０とパッケージ２０の中間的な熱膨張係
数（ＣＴＥ）を有した材料を選定しているので、チップ実装後の使用時（通電時）におい
て、チップ１０とパッケージ２０のＣＴＥの違いに起因して両者間に応力（熱ストレス）
が発生した場合でも、その発生した熱ストレス（これは、パッケージの反りをひき起こす
要因になり得る）をインターポーザ用基板３０において有効に吸収（緩和）することがで
きる。これは、チップ１０とパッケージ２０の接続信頼性の向上に寄与する。
【００７４】
  ＜他の実施形態…図５～図８参照＞
　図５は、上述した実施形態（図１～図４）で使用されるインターポーザ用基板３０の第
１の変形例に係るインターポーザ用基板３０ａの構成（断面図）を示したものである。
【００７５】
　本実施形態のインターポーザ用基板３０ａは、上述した実施形態のインターポーザ用基
板３０の構成（図３（ｂ）参照）と比べて、絶縁性基材３１の両面に対向配置された各パ
ッド３３，３４が、絶縁性基材３１を貫通する複数のビア３２を介して電気的に接続され
るとともに、基材３１の両面にそれぞれパッド３３，３４を覆うように接着剤層３６Ａが
形成されている点で相違する。他の構成については、上述した実施形態の場合と同様であ
るので、その説明は省略する。
【００７６】
　接着剤層３６Ａは、上述した実施形態における接着剤層３５Ａと同様に、体積収縮性を
有する樹脂（熱硬化性のエポキシ系樹脂）からなり、未硬化状態で形成される。そして、
チップ１０をインターポーザ用基板３０ａを介して配線基板（パッケージ）２０に実装す
る際に（図４（ｂ）参照）、その加熱・加圧処理の過程で、未硬化状態の接着剤層３６Ａ
が溶融する一方で、チップ１０の端子１１と配線基板２０の端子２２Ｐが、その溶融した
樹脂を突き抜けてインターポーザ用基板３０ａ上の対応する各パッド３３，３４にコンタ
クトし、電気的に接続される（フリップチップ実装）。また、その溶融した樹脂（接着剤
層３６Ａ）は、アンダーフィル樹脂３５としてチップ１０と配線基板２０の間の空隙を充
填する。
【００７７】
　これにより、上述した実施形態と同様の電子部品（チップ１０）の実装構造（半導体装
置）５０を作製することができる。従って、本実施形態においても、上述した実施形態と
同様の作用効果を奏することができる。
【００７８】
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　図６は、上述した実施形態（図１～図４）で使用されるインターポーザ用基板３０の第
２の変形例に係るインターポーザ用基板３０ｂの構成（断面図）を示したものである。
【００７９】
　本実施形態のインターポーザ用基板３０ｂは、第１の変形例に係るインターポーザ用基
板３０ａ（図５）の構成と比べて、絶縁性基材３１の両面に形成されたパッド３３，３４
の表面に、それぞれ低融点金属の導体層３７，３８が形成されている点で相違する。他の
構成については、第１の変形例の場合と同様であるので、その説明は省略する。
【００８０】
　各パッド３３，３４の表面に形成される低融点金属の導体層３７，３８は、チップ１０
をインターポーザ用基板３０ｂを介して配線基板（パッケージ）２０に実装する際に（図
４（ｂ）参照）、その加熱・加圧処理の過程で溶融状態となる金属材料から形成されてい
る。低融点金属の材料としては、例えば、融点温度が３００℃以下である錫（Ｓｎ）や、
Ｓｎを主成分として含むはんだ（Ｓｎ－Ｐｂ、Ｓｎ－Ａｇ、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ等）が好適
に用いられる。ただし、Ｓｎもしくはその合金は、電気的物質移動を起こし易いため、そ
の使用量は極力少なくするのが望ましい。
【００８１】
　上述した各実施形態（図４、図５）では、インターポーザ用基板３０とチップ１０及び
配線基板２０との電気的な接続は、チップ１０の端子１１及び配線基板２０の端子（パッ
ド）２２Ｐとインターポーザ用基板３０上の対応する各パッド３３，３４との接触（コン
タクト）により実現しているが、この実施形態（図６）では、低融点金属の導体層３７，
３８を介してチップ１０の端子１１及び配線基板２０の端子２２Ｐとインターポーザ用基
板３０ｂの各パッド３３，３４とが固定的に接続されるようになっている。
【００８２】
　つまり、インターポーザ用基板３０ｂを介してチップ１０を配線基板２０に実装する際
に（図４（ｂ）参照）、加熱・加圧処理の過程で低融点金属（Ｓｎもしくはその合金）が
溶融し硬化することで、この低融点金属の導体層３７，３８を介して各端子１１，２２Ｐ
と各パッド３３，３４が機械的に固定化され、チップ１０及び配線基板２０とインターポ
ーザ用基板３０ｂとの電気的な接続をより確実なものにすることができる。これにより、
実装後の使用時（通電時）において接続部の電気抵抗を安定化させることができる。これ
は、接続信頼性の向上に寄与する。
【００８３】
　図７は、上述した実施形態（図１～図４）で使用されるインターポーザ用基板３０の第
３の変形例に係るインターポーザ用基板３０ｃの構成を示したものであり、（ａ）はその
インターポーザ用基板３０ｃの断面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ’線に沿って見たときの
平面図（一部）を示している。
【００８４】
　本実施形態のインターポーザ用基板３０ｃは、第１の変形例に係るインターポーザ用基
板３０ａ（図５）の構成と比べて、絶縁性基材３１の両面に対向配置された１対のパッド
３３，３４が、それぞれ当該パッドの周囲に所定の間隔を空けて、グランドに繋がる導体
層（グランド層）３３Ｇ，３４Ｇによって囲まれている点で相違する。他の構成について
は、第１の変形例の場合と同様であるので、その説明は省略する。
【００８５】
　各パッド３３，３４の周囲を囲むよう形成されたグランド層３３Ｇ，３４Ｇは、各パッ
ド３３，３４と同様に、絶縁性基材３１に設けられた複数のビア３２を共有する形で対向
配置（接続）されている。また、パッド３３，３４とこれに対応するグランド層３３Ｇ，
３４Ｇとの間に空けるべき間隔は、上述したパッド３３（３４）間の距離と同様に、ビア
３２の直径よりも大きくなるよう選定されている。その理由は、上述したように金属充填
密度を高くしている（つまり、ビア３２を高密度に配置している）からである。
【００８６】
　この実施形態によれば、上述した各実施形態で得られた効果に加えて、さらに以下のメ
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リットがある。すなわち、この構成は一種の同軸線路と同等の構造を有しているので、シ
ールド（遮蔽）効果を奏することができる。また、各パッド３３，３４の周囲を囲むよう
にグランド層３３Ｇ，３４Ｇが設けられているので、当該パッドを信号端子として利用し
たときに、隣りの信号端子（パッド３３，３４）との間に生じる電気的結合（容量結合）
を低減することができ、その信号端子自体がノイズ源となるのを防ぐことができる。
【００８７】
　この効果の一例を図８に示す。図８において、「従来技術」の端子間容量とは、パッケ
ージに設けられた隣り合う端子（パッド）間の容量を指し、「発明技術（パッドのみ）」
の端子間容量とは、パッケージ２０上の隣り合う端子（パッド）２２Ｐ間の容量を指し、
「発明技術（パッド＋グランド層）」の端子間容量とは、本実施形態（図７）のインター
ポーザ用基板３０ｃを用いた場合のパッケージ２０上の隣り合う端子（パッド）２２Ｐ間
の容量を指している。図示のグラフからわかるように、従来技術の場合と比べて、端子間
容量は低減されている。
【符号の説明】
【００８８】
１０…半導体素子（チップ／電子部品）、
１１…（突起状の）端子、
２０…配線基板（パッケージ）、
２１…樹脂基板（配線基板本体）、
２２Ｐ…パッド（端子）、
２４，２５…ソルダレジスト層（保護膜／絶縁層）、
３０，３０ａ，３０ｂ，３０ｃ…インターポーザ用基板（介在基板）、
３１…絶縁性基材、
３２…ビア（線状導体）、
３３，３４…パッド、
３３Ｇ，３４Ｇ…グランド層、
３５（３５Ａ，３６Ａ）…アンダーフィル樹脂（接着剤層）、
３７，３８…低融点金属の導体層、
５０…電子部品の実装構造（半導体装置）。
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